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カテゴリー:県政一般 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定 

に基づく専決処分について 

 
        

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分を行ったので、お知らせしま

す。 

（別紙１）地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分について 

（別紙２）令和 4 年度埼玉県一般会計補正予算（第７号） 

   令和 4 年 12 月 30 日 
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